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題名／里山に陽が暮れる　提供／大波 天久　中国書法研究院客員教授

～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～
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ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー

郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

お問い合わせは郡山法人会事務局まで　ＴＥＬ：024-933-7777

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料 郡山法人会

●●●● ●●●●

300タイトル以上のセミナーが無料で受講できます



年末調整説明会のお知らせ
税務署ニュース
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東北税理士会郡山支部
税理士 池田 憲史

税のミニ通信
繰越欠損金と国税関係書類の
保存期間と方法について

繰越欠損金
　平成28年度税制改正により欠損金等の繰越控除制度は以下のように見直されました。

各文書等の保存期間
　また、この改正に伴い、帳簿書類の保存期間も10年となります。文書ごとに保存期間が異なり
ますので、注意が必要です。ただし、保存期間が長くなるということは、それだけで保存するスペ
ースや工夫が必要になると思われますので、つぎに、保存の方法、「電子帳簿保存法」の見直しについて触れてみたいと
思います。

電子保存帳簿法とスキャナ保存制度の見直し
　電子計算機を使用して作成する国税関係書類の保存方法等に関する特例に基づき、国税関係書類の保存義務者は、
書類の全部又は一部について所轄税務署長の承認を受ければ、文書での保存に買えて、電子データで保存することが
できます。
　見直し前については、「固定型スキャナを使う」や「領収書を受け取った人は、領収書を事務室に持ち帰り、社内の経理
担当者等が原本を確認してから、領収書を電子化する」など、機器や場所が決められていて時間も制限されるため効率
が悪く、従業員が少ない企業では困難でした。
　平成27年度の税制改正において、契約書・領収書等の国税関係書類は金額にかかわらず、すべて保存対象となりま
した。また保存のための機器は、スマートフォンの普及率が平成26年度においては全世帯の64％以上、世帯主が20～
30代では9割を超える世帯でスマートフォンが普及している背景（総務省：情報通信に関する現状報告）もあり、スマー
トフォンやデジカメにおいての電子化が可能となり、領収書を受け取った人は、スマートフォンの写真機能を使って、いつ
でもどこでも領収書の電子化ができるようになりました。経理担当者も、画像を確認すればよいので、経費清算がスム
ーズになっていくと思われます。
　また、内部統制を担保するために相互けん制や定期検査および再発防止策を社内規定等において整備することとな
っておりましたが、中小企業基本法に定める小規模企業者は相互けん制用件を税務代理人である税理士がチェックする
ことで不要となります。この改正は平成28年9月30日以後に行う承認申請について適用されることとなっており、われ
われ税務代理人も、保存のルールやパソコンディスプレイの増台など準備をしているところです。

おわりに
　B to BといったEDI取引、インターネットを介した取引、電子メールによる情報の授受などはすべて電子取引となり
ます。今後は、クラウドサービスを中心としたモバイルコンピューティングが主流となり、取引形態もいっそう変革の時
代となることでしょう。IT技術も日進月歩、劇的に進歩しており、情報の質および量とともに経営のスピードがいっそう
増すこととなります。
　必要な情報を保存し、必要なときに生かすという行為は、今後一層必要とされるものであり、スキャナ等の保存技術
を駆使して情報を整理することはとても重要な経営管理業務「経理」となりそうです。
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期日 H27.4.1～ H28.4.1～ H29.4.1～ H30.4.1以後に開始する事業年度法人の区分
中小法人等

上記以外

控除限度額
繰越期間
控除限度割合
繰越期間

全額
9年
６５％
9年

全額
9年
６０％
9年

全額
9年
５５％
9年

全額
10年
５0％
10年

中小法人等：資本金等が1億円以下の普通法人（大法人による完全支配関係がある法人等は除く）公益法人等、協同組合等、人格のない社団等

保存期間文書
計算書類および付属明細書（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）
総勘定元帳、補助元帳
仕訳帳、現金出納帳、売上帳、仕入帳、固定資産台帳、手形帳などの補助簿、棚卸し表、注文書、契約書、領収書

10年
10年
9年　※

経理・税務の主な文書の法定保存年数

平成29年4月1日以後に開始する事業年度にかかるものは10年



法 人 こ お り や ま 第460号（5）      平成28年10月1日 法 人 こ お り や ま 第460号      （4）平成28年10月1日



法 人 こ お り や ま 第460号（5）      平成28年10月1日 法 人 こ お り や ま 第460号      （4）平成28年10月1日



法 人 こ お り や ま 第460号（7）      平成28年10月1日 法 人 こ お り や ま 第460号      （6）平成28年10月1日



法 人 こ お り や ま 第460号（7）      平成28年10月1日 法 人 こ お り や ま 第460号      （6）平成28年10月1日



法 人 こ お り や ま 第460号      （8）平成28年10月1日

発行所　郡山市虎丸町14番2号　公益社団法人郡山法人会　（024-933-7777）　　編集　広報委員会

　９月１４日、「新入会員の集い」をホテルハマツで開催し、平成２６、２７年度までの入会会員及び役員３９名が出席した。
伊野法人会長、郡山税務署 長井久署長よりごあいさつをいただき、椎根組織委員長及び事務局からは、郡山法人会の
組織や事業内容等について説明をし、自社企業の発展のため法人会を大いに活用していただくよう呼びかけた。
　また、新入会員一人一人に自己紹介、
自社ＰＲをしていただいき、その後の
会員交流懇談会で和やかに親睦を深め
ていた。
　今年度も、会員増強目標として前年度
よりの会員数純増を掲げ、次回の新入
会員の集いに多数ご参加いただける
よう、役員・会員の皆さまに引き続き
ご協力いただきますよう、よろしくお願
いいたします。

「新入会員の集い開催」「新入会員の集い開催」

　１０月２日、婚活事業「あぶくま洞散策ツアー」を、星の村天文台・あぶくま洞
（田村市）で開催した。独身男女２８名（男性１４名、女性１４名）が参加した。
　まずは婚活講座。㈲雲龍堂の阿部先生より、婚活参加者としての心構え
や、良い相手と結ばれるためのポイントなどお話しいただいた。続いて、
１対１の自己紹介を行った。時間の経過とともに緊張もほぐれ、男女共に
積極的に会話をし、和やかな雰囲気となった。
　また、星の村天文台、大野台長のご厚意により、当日は快晴だったことも
あり、望遠鏡で太陽を見ることができ、貴重な経験となった。
　会場をあぶくま洞へ移し、昼食をとっていただきフリータイムを行った。
　神秘的な鍾乳洞を散策し、意中の相手を誘いあぶくま洞内を見学する
方や、グループでわいわい会話を楽しみむなど思い思いに過ごし、あっと
いう間にフリータイムが終了した。
　最後にマッチングタイム。今回は気になる方を指名投票することと合わ
せ、男性陣から女性へ告白する「告白タイム」を行った。男性が気になる女性
に思いの丈をぶつけ告白。合計７組のカップルが誕生し、恋人の聖地にふさ
わしい素晴らしい結果となった。
　次回婚活事業も随時、ホームページや広報紙などでご案内いたします。
結婚を真剣に考えている方のご参加をお待ちしております。

「婚活事業『あぶくま洞散策ツアー』開催」「婚活事業『あぶくま洞散策ツアー』開催」

郡山税務署 長井署長新入会員の集い

アピールタイム

マッチングタイム


